
尾張旭市監査公表第１９号 
令和８年２月３日付け尾張旭市監査公表第４号をもって公表した定例監査結果報告

について、令和８年３月５日付け７下経第６７号で市長から措置を講じた旨の通知が

ありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定

により次のとおり公表します。 
令和８年３月３０日 
 

尾張旭市監査委員　山　田　義　浩　　　　　 
 
 
　    　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市監査委員　市　原　誠　二　　　　　 

 
尾張旭市公共下水道事業（上下水道部経営政策課、下水道課及び浄化センター） 

 監 査 の 指 摘 事 項 措　置　状　況

 尾張旭市契約規則（昭和５３年尾張旭市

規則第１９号）第２８条第１項により、契

約書には同項各号に掲げる事項を記載し

なければならない（契約の性質又は目的に

より該当のない事項については、この限り

でない。）。 
しかしながら、下水道課の大規模下水道

管路特別重点調査委託の契約書には、同項

第４号に掲げる事項（契約保証金）が記載

されていなかった。 
また、何ら検討することなしに契約保証

金を免除していた。 
契約事務を適切に実施されたい。

　当該業務に関して、関係課で業務手順

を再確認した。 
今後同様の事務処理誤りを防止し、適

正な契約事務を徹底するため、契約保証

金の免除規定の記載及び適用有無を複数

人で確認し、再発防止に努める。

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２３１条により、市の歳入を収入すると

きは、これを調定し、納入義務者に対して

納入の通知をしなければならない。 
しかしながら、下水道課は、指定工事店

指定手数料を徴収する際、これまで、納入

の通知をし、同手数料の収納があった後に

調定をしていた。 
収入の事務手続を適切に実施されたい。

当該業務について、納入の通知をする

際に調定手続を行うよう事務を改めた。 
今後は、尾張旭市公共下水道事業会計

規則等を正確に理解し、適切な収入の事

務手続に努める。

 尾張旭市工事請負契約保証事務取扱要

領（平成１３年尾張旭市要綱等。以下「要

領」という。）によれば、工事請負契約にお

ける契約の保証の事務において、契約担当

者は、契約保証金等整理簿を整理するもの

　対象工事の整理簿に引渡日を追記し是

正した。 
　今後は、尾張旭市工事請負契約保証事

務取扱要領及び契約保証事務の手引に基

づき、適切に事務を実施するよう職員に



 とされており、工事目的物の引渡しがあっ

た場合、同整理簿に引渡日を記載するもの

とされている。 
しかしながら、舗装復旧工事に関して、

令和７年１０月１日に工事目的物の引渡

しがあったにもかかわらず、同整理簿に引

渡日が記載されていなかった。 
契約の保証の事務を適切に実施された

い。

周知した。

 要領によれば、工事請負契約における契

約の保証の事務において、請負者が公共工

事履行保証証券による保証を付した場合

で、工期の延長により保証期間の延長変更

が必要な場合は、契約担当者は、請負者に

工事請負変更契約書案を交付し、保証期間

を変更後の工期を含むように延長変更す

る旨の保険会社が交付する異動承認書を

提出することを求めるものとされている。 
しかしながら、下水道課の汚水管渠布設

工事に関して、令和７年１１月６日付け

で、当初の工期（同年７月１１日から同年

１１月２５日まで）から変更（同年７月　

１１日から令和８年１月１９日まで）して

いるにもかかわらず、保険会社が交付する

異動承認書の提出を求めていなかった。 
契約の保証の事務を適切に実施された

い。

　当該業務に関して、関係課で業務手順

を再確認した。 
　今後同様の事務処理誤りを防止し、適

正な契約保証事務を徹底するため、工事

台帳に手続の必要性の有無が確認できる

よう項目を追加し、再発防止に努める。

 要領によれば、工事請負契約における契

約の保証の事務において、契約担当者は、

契約保証金等整理簿を整理するものとさ

れている。しかしながら、浄化センターは、

東部浄化センター送風機整備修繕及び西

部浄化センター監視制御設備整備修繕の

契約時に、契約保証金等整理簿を作成して

いなかった。 
契約の保証の事務を適切に実施された

い。

　当該業務について、契約保証金等整理

簿を作成した。 
　今後は、尾張旭市工事請負契約保証事

務取扱要領及び契約保証事務の手引に基

づき、適切に事務を実施するよう職員に

周知した。

 尾張旭市下水道排水設備指定工事店規

則（平成１０年尾張旭市規則第２８号）第

４条によれば、指定工事店としての指定を

受けようとする者は、登記事項証明書など

　当該業務について、Ａ社に登記事項証

明書を提出させ、是正した。 
　また、ホームページに掲載している「指

定工事店指定申請書」の記載例に登記事



 同条第２項各号に掲げる書類を添付して

指定工事店指定申請書を市長に提出しな

ければならない。 
　下水道課は、Ａ社が同申請書に登記事項

証明書であるとして、その写しを添付して

いるにもかかわらず、同申請書を受理の

上、同社を指定工事店に指定していた。 
規則に沿った事務処理を実施されたい。

項証明書の原本を提出と記載すること

で、再発防止に努める。


